
技能検定受検申請時に本人確認書類が必要となります
（職業能力開発促進法施行規則第６６条第1項及び第2項関係）

受検申請時に本人確認書類として、以下のいずれかの書類の写しが必要です。

※　貼付方法は次ページをご参照下さい。

　★　特別永住者証明書

　　★　外国政府が発行した旅券（写真欄及び日本国査証欄）

　　★　運転免許証 　　★　個人番号カード

　　★　健康保険被保険者証

　　★　在留カード

　　★　生徒手帳、学生証

★　旅　券


